第４章　検討対象品目の抽出

　本章では、第３章までに把握した調査対象品目のごみ処理への影響の程度、製品の特性、メーカー・販売店等による対応状況などを考慮し、また、海外のデポジット事例を参考としながら、次年度におけるデポジット検討対象品目を抽出した。

第１節　海外のデポジット事例

　米環境保護庁（ＥＰＡ：Environmental Protection Agency）等のホームページから有害物質のデポジットに関する情報を収集し、表４－１に整理した。

　飲料容器に対するデポジット事例は多いが、有害物質となるとそれほど事例は見あたらない。主なものとしては、自動車用バッテリー、タイヤであり、殺虫剤、蛍光灯などにも適用されている可能性があるが詳しい内容は把握できていない。

　なお、デポジット制度といっても韓国の制度のように生産者等が国へ一定の金額を予め納付し、製品を回収した場合にその金額の返済を受けられるシステムもある。

表４－１　海外のデポジット事例（その１）
[image: image1.wmf]�C危険性

の大きさ3)

�D事業者の

デポジット制度

   への意向4)�

�D海外

事例5)

�E回収の

容易性6)

小型ガスボンベ

（圧力容器）

○

無償

引取

不：200本ﾌ

○

−

○

カセット式ガスボンベ

（カートリッジ式を含む）

×

無し

○

家：8,254千本�

○

×

○

◎

エアゾール缶

（殺虫剤・化粧品）

×

無し

○

家：32,248千本

○

×

○

◎

消火器

○

有償

引取

○

不：3,900本ﾊ

○

×

○

◎

灯油・廃油・揮発油

×

無し

−

○

−

×

在宅医療器具

（注射器等）

△

一部モデル

回収事業

実施

−

○

−

○

バッテリー

（自動車用、自動二輪用）

○

無償

引取

○

不：17,000本

○

Ｐｂ

×

○

○

◎

農薬（園芸用含む）

×

無し

−

○

×

△

×

化学薬品

×

無し

−

○

−

△

×

家庭用化学製品

（漂白剤・トイレ洗剤・防水スプレー等）

×

無し

−

−

×

カー用品

（潤滑油・添加剤等）

×

無し

−

−

×

ボタン型電池

○

無償

引取

○

家：6,283千本�

○

Ｈg�

×

△

○

◎

小型二次電池

○

無償

引取

○

家：1,972千本�

○

Cｄ,Pb

×

△

○

◎

携帯用通信機器（携帯電話、ＰＨＳ、ポケットベル等）

○

無償

引取

○

(回収率35％)

○

Cｄ,Pb

×

○

◎

蛍光管

×

無し

○

家：7,586千本�

○

Ｈgｵ

△

△

△

◎

溶剤・塗料

×

無し

-

○

顔料

○

×

×

注1)事業者による回収ルートの有無　第２章の調査結果に基づき○：回収率が低くてもルートがある場合　△：モデル的取組を実施中の場合　×：無い場合

 　3)第３章の調査結果に基づき、爆発事故の原因として頻繁にあげられている品目に○印。�

　 4)「平成13年度経済的負担措置等導入基礎調査」（（財）日本環境衛生センター H14）において事業者から条件付きで賛成の意向が示された場合に△印、反対が×印、当該調査で調査未実施が−印。�

　 5)海外事例では、第４章の調査結果に基づき、事例が見られれば○印。ただし、容器に対するデポジット又は生産者から国へ納付する形態のデポジットは△印とした。�

危険物

有害物

　 6)回収の容易性は、製品や容器そのものに危険性や有害性を保持しており容易にその要因物質を分離できない場合に○印とした。内容物に問題があり�

　 　容器の回収では問題の解決にならない場合や破損等により要因物質が拡散してしまう場合に×印とした。蛍光管は取扱状況によっては破損しやすいため△印とした。�

抽出理由

検討対象

品　目

�@事業者による

　 回収ルートの�

　 有無1)ｿ

　�A不法投棄の発生量

　　 又は家庭系ごみへ�

　　 の排出量の多さ2)�

　　 不：年間不法j

　   　　 投棄量

　　 家：年間家庭系2

　　　　  ごみ排出量

�B有害性、感染性

　 の高さｿ

 　2)不法投棄の発生量は市町村ヒアリングから相対的に数の多い物に○印。家庭系ごみへの排出量は家庭系ごみ質調査等から排出量が多い結果の得られている物に○印。�

　　 （第２章で推定している。ただし、−は未推定）j
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対象品目

内容

デポジット額

備考

アメリカ

鉛−酸バッテ

リー

(Lead-Acid

Battery)

○アメリカのいくつかの州で

強制的及び自発的デポジット

制度が採用されている．

○消費者は，新しいバッテ

リーの購入から7〜30日以内g

に，その小売業者に使用済み

バッテリーを返却すること

で，払い戻しとデポジット証

明をもらえる．

○バッテリー1個当たりJ

　　5〜10ドル．(1996)J

○アメリカ全土の鉛バッテ

リーのリサイクル率は，

1988年以降90％を超えてい

る．

○リサイクル率は鉛の価格

の影響をわずかに受けてい

る．

アメリカ

—メイン

州

殺虫剤容器

○メイン州では400以上の不ﾘ

法投棄場が見つかり，1985年

に使用禁止及び使用制限のあ

るガラス，金属，プラスチッ

クに入った殺虫剤容器に対す

るデポジット制度を導入し

た．これらは主に農業及び林

業で使用されるものである．

○農家は返却する前に容器を

3回濯がなければならない．�

殺虫剤が多量に残っている容

器は受け取られない．

○収集は公表された予定に

従って，年1回決められた場e

所で行われる．殺虫剤取引業

者は収集地点に容器破砕装置

を準備する．

○30ガロン容器以下の容器に対

しては5ドル，それ以上の容量ﾎ

の容器に対しては10ドル．

○デポジット制度がはじめ

て行われた1985年に，ス

タッフが持ち込まれた

7,055個のすべての容器を�

点検したところ，ほとんど

の容器が3回濯がれてお�

り，0．05％だけが埋め立ﾇ

て処分された．

○使用禁止及び制限のある

容器よりはるかに大量に使

用される一般使用殺虫剤容

器にはデポジット制度は適

用されない．大量の容器を

点検できないことが理由で

ある．

アメリカ

—ロード

アイラン

ド州

自動車タイヤ

○ロードアイランド州は，す

べての自動車のタイヤ交換に

対してデポジットを請求して

いる．

○消費者はタイヤの購入から

10から14日以内に購入した店

に古タイヤを返却することに

より払い戻しを受けられる．

タイヤ1個当たり5ドル．

出典：http://yosemite.epa.gov/ee/epa/eermfile.nsf/vwAN/EE-0216B-06.pdf/$File/EE-0216B-06.pdf

表４－１　海外のデポジット事例（その２）
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対象品目

内容

デポジット額

備考

スウェー

デン

車体

○総重量3500kg以下の自家用

車及び軽トラックを売る場

合,預り金をスクラップ税のp

形で徴収．

車体1台当たり8,500クローネ

(約18,000円)

出典：平成5年3月環境庁収集資

料

○1975年の廃車リサイクル

法によって廃車回収奨励金

制度(デポジット制度)が導

入されてきたが，1998年の

生産者責任法により，1998

年以降に販売された自動車

については，廃棄時点では

無償回収することとなり，

製造業者の費用負担の範囲

が拡大された．

ノル

ウェー

車体

○車及びスノーモービルのデ

ポジット制度を実施．

○新車購入の際159ユーロのデ�

ポジットを支払い，古い車を引

き渡すと184ユーロが返却され�

る．（2000）

○返却率は90〜99％にのぼ

る．

ドイツ

自動車用ス

タータ電池

○使用済み電池及び蓄電池の

回収・処理に関する政令

（1998年10月1日以降）�

○１５マルク

出典：（財）日本環境衛生セン

ター「平成１３年度経済的負担

措置等導入基礎調査報告書」

○販売者は最終消費者か

ら，製造業者は販売者から

電池を回収する．最終消費

者は返却義務．自動車用ス

タータ電池のみ付加価値を

与えている．

スウェー

デン

乾電池

○電池政令（1998年１月１日

発行）

○危険物を含む電池の製造者、

輸入者による環境庁への支払方

式

・ニッカド電池：３００クロー

ネ／kg

・Pb：４０クローネ／Bat（３[

〜３０kgに適用）

・Hg：１５００クローネ／kg

・アルカリ電池：１０００ク

ローネ／kg

出典（財）：日本環境衛生セン

ター「平成１３年度経済的負担

措置等導入基礎調査報告書」

○EU指令91/157EECと整�

合．Hg,Pb,Cdを含む電池の

み費用負担．

オースト

ラリア

冷蔵庫，冷凍

庫，エアコン

○販売される1000�g以上の冷

蔵庫と冷凍庫及び1kg以上の�

冷媒を含むエアコンにデポ

ジット制度を実施．

○一律1,000シリング�

(約11,700円)

出典：平成5年3月環境庁収集資

料

出典：http://www.intermedia.co.jp/~bonjiwork/deposit/deposit.htm

http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/env_database/norway2000.htm.

表４－１　海外のデポジット事例（その３）
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対象品目

内容

デポジット額

備考

ドイツ

産業用を含む

すべての包装

材．(ガラス�

瓶，紙類，ブ

リキ，アル

ミ，プラス

チック，その

他混成物）

○DSD社による回収システム�

への委託あるいは事業者自身

による回収（デポジット）．

○飲料容器や洗濯，清掃洗剤

などにはデポジット制度が義

務付けられているが，(DSD社

による)回収システムへ委託ﾐ

している場合に限り，デポ

ジットは適用されない．

○さらに，飲料容器のうちリ

ターナブル容器の市場占有率

の下限(全体の72％)を定め，

これを下回らないことがデポ

ジットの適用免除の条件．

○飲料容器，洗剤，洗浄剤は

0．5マルク(約40円)，2kg以上�

の塗料は2マルク(約160円)

出典：平成5年3月環境庁収集資

料

○炭酸清涼飲料の増加によ

りリターナブル容器の割合

が63．81％にまで落ち込ん

だため，2003年より，ワン

ウェイ容器に対するデポ

ジット制度が導入される．

フランス

家庭から排出

されるすべて

の包装材．(販�

売用包装の

み，ビン，

缶，プラス

チック容器，

紙袋）

○エコ・アンバラージュ社に

よる回収，再生システムへの

委託あるいは事業者自身によ

る回収（デポジット）

○事業者による回収（デポ

ジット）はほとんど行われ

ていない．

韓国

Ａ食物／飲

料，酒類，医

薬品の容器

Ｂ洗剤容器

Ｃバッテリー

Ｄタイヤ

Ｅ自動車潤滑

油

Ｆ家電製品

（注）韓国に

おける預置金

制度は製造業

者と環境部

(省)との間で

資金の流れが

完結し，当事

者として消費

者を含まない

という点で他

のデポジット

制度と異な

る．

○「資源の節約と再活用の促

進に関する法律」(1992年制｣

定，94年施行)第18条による｣

韓国独特の預置金制度．大統

領令に定める製品・容器が廃

棄物となる場合に，その回

収・処理にかかる費用を製造

業者・輸入業者に環境改善特

別会計に予め預置させ，環境

省令が定める製品・容器を回

収・処理した場合に預置金が

返還される．

○預置金の返還は生産者のみ

が受領するため，消費者の廃

棄物回収インセンティヴに欠

ける．

○デポジット額は実際の回

収・処理費用の35%しかカ�

バーしておらず，それゆえ製

造者は実際の回収・処理に不

熱心．

○預置金の徴収・返還手続き

が複雑で行政費用に多額の費

用がかかる．

Ａ食物／飲料，酒類，薬の容器

紙容器…250ml以下：（１個当たり）e

0.3ウォン　250ml以上：0.4ウォン'

金属缶…タブが取れるタイプ：2ウォンY

プッシュダウンタブタイプ：5ウォンe

ブタンガス容器：5ウォン�

ガラスびん…100ml以下(医薬品のみ)：Y

1.5ウォン　350ml以下：2ウォン�

350ml以上：3ウォン

PETボトル…500ml以下：4ウォン　500

〜1500ml：5.5ウォン　1500ml以上：7

ウォン



Ｂ洗剤容器　　PETボトル…500ml以

下：4ウォン　500〜1500ml：5.5ウォンY

1500ml以上：7ウォンj



Ｃバッテリー　水銀バッテリー：1207

ウォン　酸化銀バッテリー：75ウォン



Ｄタイヤ　　　大：450ウォン　中，�

小：130ウォン　二輪車：50ウォンﾈ



Ｅ自動車潤滑油　リットル当たり25

ウォン



Ｆ家電製品   （テレビ, 洗濯機, 冷蔵Y

庫，エアコン）：38ウォン／kg

○返却率は，8.0%('93)，�

8.6%('94)，13.7%('95)，�

29.3%('96)．

○1997年の法改正で第三者

が一定量の製品・容器を回

収・処理した場合にも，預

置金の給付を受けることが

できるようになり，回収率

が上がった．1998年には

72％．家電4品目について�

は，デポジット額が低く預

置金返還率は8.7％と低�

い．

出典：http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10910f6j.pdf

http://www.ksdn.or.kr/resource/action/action4/at40003_e.htm

表４－１　海外のデポジット事例（その４）
第２節　検討対象品目の抽出





　調査対象品目からデポジット制度導入検討対象品目の抽出については表４－２のとおりに抽出した。

　抽出は、①事業者による回収ルートが無い物、②不法投棄の発生量又は家庭系ごみへの排出量の多い物、③有害性・感染性の高い物、④危険性が大きい物、⑤事業者がデポジット制度へ賛成の意向（条件付き含む）を示している物、⑥海外で既にデポジット制度が導入されている物、⑦本来物資のデポジットによる回収の容易性（容器に対するデポジット制で有害性等の問題がある中身の回収に適応できるかどうかを考慮して評価）を持つ物などの観点から抽出することとした。

なお、特に今回の目的は、危険性や有害性のある廃棄物に対して、デポジット制度を有効に機能させ不法投棄の発生量又は家庭ごみへの排出量を減らすことにあるので、抽出に当たっては②不法投棄の発生量又は家庭ごみへの排出量の多い物、③有害性・感染性の高い物、④危険性が高い物の要素を中心に抽出することとした。

　この結果、検討対象品目として、カセット式ガスボンベ、エアゾール缶、消火器、バッテリー、ボタン型電池、小型二次電池、携帯用通信機器、蛍光管の８品目を抽出した。

[image: image5.wmf]国

対象品目

内容

デポジット額

備考

オースト

リア

蛍光灯

○電球1個当たり0.7ユーロ

(2000)

○1996年の返却率は60％

オースト

リア

冷蔵庫，冷凍

庫など

○平均72.7ユーロ

(2000)

デンマー

ク

化学薬品容器

メキシコ

カーバッテ

リー

○新しいバッテリーを買うた

めには古いバッテリーを返却

しなければならない．

台湾

水銀電池バッ

テリー，潤滑

油，タイヤ，

殺虫剤容器

○1988年以来いくつかの固形

廃棄物に対して再生／再利用

システムを導入している．

チェコ共

和国

有害廃棄物な

ど

ギリシア

車体

出典：http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/env_database/austria2000.htm.

http://www.rff.org/CFDOCS/disc_papers/PDF_files/0009.pdf.

http://www.eepsea.org/publications/specialp2/ACF2AE.html.

http://www.env.go.jp/recycle/report/h12-03/514.pdf

http://www.ethree.com.au/old/resource_centre/content/environmental_economics/enviroextern.html.

表４－２　検討対象品目の抽出

　〔抽出品目〕

　　①カセット式ガスボンベ、②エアゾール缶





　　　収集車両や選別・破砕施設の火災・爆発事故の多くがカセット式ガスボンベやエアゾール缶と考えられており、対応が望まれながら、家庭系ごみ中への排出量も多い（推定排出量カセット式ガスボンベ8,000千本、エアゾール缶32,000千本）。このため一般ごみとは別の回収ルートを設け、ごみ中への排出量削減を図ることが望ましく、その回収率を確保する上で、デポジット制の導入が考えられる。

③消火器





　　　販売店による引き取りのルートが形成されているものの、不法投棄がやや多く発生している（府内推定不法投棄量3,900台。ただし、（社）日本消火器工業会の平成13年度実績回収率は41％）。また、事業者は一定量保管後有償（１本500～1,000円）で処分しており市町村の不法投棄物の回収や処分に対する負担も高いのが現状である。このため、デポジット制の導入により回収率を向上させ、不法投棄量削減を図る方法が考えられる。

　　④バッテリー





　　　下取り方式により回収ルートは形成されているが、消火器と同様に不法投棄が発生しており（府内推定不法投棄量17,000本）、市町村の回収や処理に対する負担が高い。このため、デポジット制の導入により回収率を向上させ、不法投棄量削減を図る方法が考えられる。なお、海外ではバッテリーに対してデポジット制の適用が見られる。
　　⑤ボタン電池、⑥小型二次電池

　　　有害物質、希少金属等の含有率が高く回収率の向上は、環境面、資源の有効面から必要である。家庭系ごみ中への排出率はそれほど高くはないが（ボタン電池：4.2％、小型二次電池：1.4％）、排出量はかなりの量（ボタン電池：約6,300千本／年、小型二次電池約2,000千本／年）となる。このため、デポジット制の導入により回収率の向上を図る方法が考えられる。

　　⑦携帯用通信機器

　　　販売店も引き取りを行っているが回収率（約35％）もそれほど高くはなく家庭系ごみ中へ廃棄も見られる。また、下取り等による製品の回収が伴わないと思われるプリペイド式の携帯電話の普及もある。このため、デポジット制の導入により回収率の向上を図る方法が考えられる。

　　⑧蛍光管

　　　家庭系ごみ中にカセット式ガスボンベとほぼ同じ本数（8,000千本）が捨てられている（不燃ごみや粗大ごみとして捨てられている）。製品には封入量が少なくなってきたものの水銀を含んでおり、一部ではあるが水銀回収の取組みも行われている。さらに、事業者も条件付きではあるがデポジットに賛成の意向を持っている。このような点から、デポジット制の検討対象品目として抽出した。
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